
 

 

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業 
に係る国の財政上の特別措置に関する法律の延長に対 

する意見書 

 

 豊田市においては、予想される東海地震に備え、地震対策緊急整備事業計画を定 

め各種の地震防災対策を実施しているところである。 

 この事業計画は、平成２１年度までの限られた期間内において、緊急に必要な施 

設や設備等の整備を行うものであり、平成１４年４月に東海地震に係る地震防災対 

策強化地域の指定を受けた本市では、今後実施しなければならない事業がなお多く

残されている状況である。 

 よって、国におかれては、地震災害から住民の生命と財産を守るため、下記事項 

について特段の配慮をされるよう強く要望する。 

 

記 

 

 平成２１年度末を持って効力を失う「地震防災対策強化地域における地震対策緊 

急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の期限を延長すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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